
仕  様  書 

 

１ 件名  第２０回芸術学部卒業・修了作品展開催に伴う会場設営業務 

 

２ 場所  旧日本銀行広島支店（広島市中区袋町５番２１号） 

公立大学法人広島市立大学（広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号） 

   

３ 期日   

⑴ 設置  

ア 旧日本銀行広島支店 平成 29年２月８日（水）10：00～17：00 

イ 広島市立大学    平成 29年２月３日（金）９：00～15：00 

 

 ⑵ 撤去  

ア 旧日本銀行広島支店 平成 29年２月 15日（水）13：00（作品搬出終了後）～17：00 

  イ 広島市立大学    平成 29年２月 16日（木）９：00～15：00 

          

４ 会場設営作業 

 ⑴ 作品展示用パネルの設営 

  ア パネルの大きさ（下記を基準とし受託者所有のパネルボードに準拠可。） 

    高さ 2,400 mmおよび 2,700mm （※設置場所によって異なる。別紙「パネル等配置

計画」のとおり。） 

    横幅 900mm（必要に応じて部分的に横幅の異なるものを使用することも可。） 

    厚さ 30 mm～50mm程度（作品の展示に耐える厚さであること。） 

   ※ 作品展示用パネルは安定して自立するものであること。また，展示作品の大きさ・

重量は様々であるため，別紙「パネル等配置計画」記載の作品情報を基に，必要な補

強を施したり，バックヤードを設けたりするなど，揺れや転倒などの恐れがないよう

にすること。 

 

  イ パネルの表面 

    白色系であること。また，パネルの継ぎ目が目立たないようにすること。 

    吊りワイヤー，金具が取り付け可能であること。金具が取り付けられない場合は，釘

またはビス留め等により，作品を展示する。 

  

  ウ 設置場所 

   (ｱ) 旧日本銀行広島支店 一般事務室（１階） 

   (ｲ) 旧日本銀行広島支店 ロビー（１階） 



   (ｳ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース３（３階） 

   (ｴ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース４（３階） 

   (ｵ) 広島市立大学芸術学部棟 平面・立体工房（２階） 

    

  エ 作品展示用パネルのレイアウト 

   別紙「パネル等配置計画」に基づき，指定の場所に設置すること。 

 

 ⑵ 照明の設置 

  ア 照明の仕様 

   明るさ 100W相当 

調光機能 無 

   色及び数 赤色系スポットライト 33灯，白色系スポットライト 56灯 

   種類   クリップ式，クリップアーム式，スタンド式，クリップスタンド式，および

フット式 

（詳細については次表参照。） 

 

        

   注 照明の設置については，原則として旧日本銀行広島支店の電気容量の範囲内で行う

こと。 

    （参考） 

     旧日本銀行広島支店１階分電盤記載事項 

３相３線 200V 60Hｚ 40A 定格連続使用電流 32A 定格短時間耐電流 ５ｋA 

１相３線 100/200V 60Hz 225A 定格連続使用電流 200A 定格短時間耐電流 22kA 

 

  イ 照明の設置場所 

   (ｱ) 旧日本銀行広島支店 公文庫（地下１階） 

   (ｲ) 旧日本銀行広島支店 一般事務室（１階） 

   (ｳ) 旧日本銀行広島支店 ロビー （１階） 

(ｴ) 旧日本銀行広島支店 第二応接室（１階） 

   (ｵ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース４（３階） 

 

 

色
種類

室名

0 0 6 0 0 0 0 11 0 11 28
4 5 0 6 2 5 10 0 3 2 37
0 8 0 0 0 1 3 0 0 2 14
0 2 0 0 0 5 3 0 0 0 10

4 15 6 6 2 11 16 11 3 15 89

赤系 白系

合計（灯）　ｸﾘｯﾌﾟ
式

ｱｰﾑ
式

ｽﾀﾝﾄﾞ
式

ﾌｯﾄ
式

ｸﾘｯﾌﾟ
式

ｱｰﾑ
式

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ4

合計（灯）

ｽﾀﾝﾄﾞ
式

ﾌｯﾄ
式

公文庫

ロビー
一般事務室

ｸﾘｯﾌﾟ
ｽﾀﾝﾄﾞ

ｸﾘｯﾌﾟ
ｽﾀﾝﾄﾞ



  ウ 照明のレイアウト 

   別紙「パネル等配置計画」のとおり。照明の設置には電気配線・器具取り付け業務も含

む。また，映像機器等を用いる作品や展示者が用意する照明器具等の電源確保のための

配線業務も含む（該当作品展示場所及びコンセント位置については，別紙「パネル等配

置計画」参照）。 

 

５ その他 

 ⑴ 会場設営及び撤去の際，建物の壁などに傷をつけないこと。受託者の過失において既存

建築物等に損傷を与えた場合は，受託者の責任において弁償すること。 

 ⑵ 受託者が持ち込んだ機材，部材の梱包材などは，すべて受託者が持ち帰ること。廃棄物

等も同様であること。 

 ⑶ 作業に関して受託者は広島市立大学卒業・修了作品展担当者と事前打ち合わせを行うこ

と。 

 ⑷ その他本仕様書に記載されていないことで疑義が生じたときは，その都度広島市立大学

卒業・修了作品展担当者と協議の上決定するものとする。 


